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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

(1) 連結経営指標等 　 　 　 　 　

売上高 (千円) 3,427,2704,800,9184,446,5923,929,5293,251,826

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 146,466419,716112,844△80,359 48,579

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 88,513 172,194 60,433△106,764 56,470

包括利益 (千円) ― ― ― ― 43,671

純資産額 (千円) 4,342,9814,388,2984,285,9554,099,5884,050,355

総資産額 (千円) 5,694,9096,091,4045,741,2915,453,6424,942,488

１株当たり純資産額 (円) 806.37 819.89 820.38 798.70 798.41

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) 16.43 32.03 11.40 △20.63 11.07

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 76.3 72.0 74.7 75.2 82.0

自己資本利益率 (％) 2.0 3.9 1.4 △2.5 1.4

株価収益率 (倍) 36.88 11.52 23.68 ― 27.00

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,841 736,376 20,325 150,525△305,397

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △436,558△35,951△104,611 15,014△93,048

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,159△265,776△122,214△99,465△96,933

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,558,9481,993,0101,782,9921,848,5311,343,508

従業員数 (人) 110 126 135 130 123

(2) 提出会社の経営指標等 　 　 　 　 　

売上高 (千円) 3,015,1663,200,2812,404,3381,696,1342,008,961

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) 148,857284,970△66,223△119,418 7,444

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) 92,877 99,385△49,355△126,715 35,366

資本金 (千円) 1,075,4001,075,4001,075,4001,075,4001,075,400

発行済株式総数 (株) 5,722,5005,722,5005,722,5005,722,5005,722,500

純資産額 (千円) 4,244,1354,215,7234,012,6193,805,4403,742,353

総資産額 (千円) 5,442,0385,260,1884,671,6394,386,8794,308,081

１株当たり純資産額 (円) 788.02 787.64 768.06 741.39 737.69

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)

(円)
20.00
(7.50)

15.00
(7.50)

15.00
(7.50)

15.00
(7.50)

15.00
(7.50)

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) 17.24 18.49 △9.31 △24.49 6.94

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 78.0 80.1 85.9 86.7 86.9

自己資本利益率 (％) 2.2 2.4 △1.2 △3.2 0.9

株価収益率 (倍) 35.15 19.96 ― ― 43.11

配当性向 (％) 116.0 81.1 ― ― 216.3

従業員数 (人) 79 92 89 84 77

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
２　第28期の１株当たり配当額には、創立40周年記念配当５円を含んでおります。
３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、第31期及び（2）提出会社の経営指標等の第30期については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社は、昭和55年１月12日、商号大平工業株式会社をもって、大阪府堺市に設立され、昭和55年１月21日、

大平工業株式会社(本社　大阪市、設立　昭和41年10月19日)から、ホットスタンプ機及びパッド印刷機の製造

販売に関する一切の業務を引継ぎ、営業を開始しました。

その後、経営基盤強化と企業合理化のため、昭和59年９月21日、不動産管理を業務としておりました大平

工業株式会社(本社　大阪市)を吸収合併し、昭和62年９月１日に「ナビタス株式会社」に商号を変更し、現

在に至っております。

以下は、被合併会社である大平工業株式会社(本社　大阪市)を含め、現在に至るまでの概況を記載してお

ります。
　

年月 事項

昭和41年10月
 
 

ホットスタンプ機の専業メーカーとして、大平工業株式会社を設立。
資本金２百万円で、本社及び工場を大阪市住之江区(当時住吉区)に、営業所を東京都世田谷区にお
いて営業開始。

昭和42年12月 本社及び工場を同区内に新築。

昭和47年３月 東京営業所を東京都文京区に移転し、支店に昇格。

昭和51年４月 パッド印刷機の製造販売を開始。

昭和52年７月 本社工場を大阪府堺市に移転。

昭和55年１月
 
 

資本金２千万円で大平工業株式会社(本社　堺市)を設立。
大平工業株式会社(本社　大阪市)から、ホットスタンプ機及びパッド印刷機の製造販売に関する一
切の業務を引継ぎ営業を開始。

昭和59年９月 大平工業株式会社(本社　大阪市)を吸収合併。

昭和60年７月 成形転写装置(IMR)を開発、製造販売を開始。

昭和62年９月 商号を「大平工業株式会社」から「ナビタス株式会社」に変更。

平成元年３月 社団法人日本証券業協会において店頭登録銘柄として登録。

平成２年３月 決算期を９月20日から３月31日に変更。

平成５年10月 新本社ビル(事務所及び工場)を大阪府堺市に新築。

平成６年10月 エヌアイエス株式会社(本社　堺市)を設立。(現・連結子会社)

平成７年８月 新東京支店ビル(事務所)を東京都豊島区に新築。

平成11年４月 IC事業部を発足。

平成13年９月 画像処理検査装置の開発、製造販売を開始。

平成16年２月 ISO9001:2000　認証取得。

平成16年10月 納維達斯机械(蘇州)有限公司(本社　中国)を設立。（現・連結子会社）

平成16年10月 ISO14001:1996　認証取得。（平成17年10月　ISO14001:2004　認証取得） 

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成18年10月 連結子会社エヌアイエス株式会社の商号を「ナビタス　インモールディング　ソリューションズ株
式会社」に変更。　

平成18年11月 中部営業所を愛知県東海市に新設。

平成20年４月 オンデマンド転写箔プリンターの開発、製造販売を開始。

平成20年10月 納維達斯机械(蘇州)有限公司上海分公司を中国上海市に新設。

平成21年10月 ナビタスチェッカーライトの開発、製造販売を開始。

平成22年４月
 

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）
に株式を上場。

平成22年10月
 

大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の
統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場

（注）平成23年４月　ナビタスビジョンソリューション株式会社（本社　横浜市）を設立しております。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社と連結子会社２社で構成されております。

当社、ナビタス　インモールディング　ソリューションズ㈱及び納維達斯机械(蘇州)有限公司の主な事業

内容は、以下のとおりであります。

１．熱転写装置及び関連資材の製造・販売

２．印刷装置及び関連資材の製造・販売

３．成形転写装置及び関連資材の製造・販売

なお、成形転写装置及び関連資材のメンテ保守をナビタス インモールディング ソリューションズ㈱に

一部委託しております。

納維達斯机械(蘇州)有限公司には、材料及び製品のユニット部分の製造販売並びに製品及び関連資材の

メンテ保守を委託しております。

事業の系統図は次のとおりであります。

　

　
４ 【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

ナビタス インモール
ディング ソリューショ
ンズ株式会社
（注）

堺市西区 20,000
特殊印刷機の関連機器
及び関連資材の製造販
売

100

主に当社の関連機器及び関
連資材の受託加工を行って
おります。
当社より本社及び工場の建
物並びに設備の貸与を受け
ております。
役員兼務　２名

納維達斯机械（蘇州）
有限公司

中国江蘇省 38,438
印刷機械及び関連資材
の製造販売並びにアフ
ターサービスの提供

100

中国市場における日系企業
を中心とした技術フォ
ロー、メンテナンスサービ
ス、関連資材の供給を行っ
ております。
役員兼務　２名

(注)　ナビタスインモールディングソリューションズ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連

結売上高に占める割合が10％を超えております。

　
主要な損益情報等 ①売上高 1,276,804千円

　 ②経常利益 33,013千円

　 ③当期純利益 19,740千円

　 ④純資産額 283,633千円

　 ⑤総資産額 643,471千円

　

EDINET提出書類

ナビタス株式会社(E01675)

有価証券報告書

 4/85



　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

印刷機器関連事業 123

合計 123

(注)　従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

77 41.4 11.6 4,110

　

セグメントの名称 従業員数(人)

印刷機器関連事業 77

合計 77

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

当社及び連結子会社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における世界経済は、日本を含めたアジアの通貨高の影響を受け、その速度は鈍化した

ものの引き続き緩やかな回復基調で推移し、特に中国をはじめとする新興国では、その景気は拡大基調で

推移しました。一方、日本経済は、雇用環境に未だ厳しさが残り、個人消費の低迷が続いておりますが、企

業収益や設備投資意欲の改善など、緩やかな回復傾向が見られました。しかし、３月11日に発生した東日

本大震災による津波や原子力発電所事故等の災害の影響で、生産・雇用・消費の先行きに予測がつけに

くい状況となっております。

　このような状況の下で、当社グループは主要取引業界に対し、当社機械装置の稼働には不可欠な商品の

販売などを通じ、地道で且つきめ細かな営業活動を積極的に展開すると同時に、機械装置の需要の掘り起

こしを行ってまいりました。また、全社的な経費削減への取り組みにより、原価低減や固定費の圧縮を行

い、経営体質の改善強化に努めてまいりました。一方、中国市場を中心に営業展開を図る関連子会社２社

においては、一部の業界での構造変換による需要減や円高の影響を受けたものの、中国市場の景気の拡大

による特殊印刷の用途拡大に後押しされ、概ね順調に推移しました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は32億51百万円（前年同期比17.3%減）となりました。また、利

益面におきましては、営業利益21百万円（前年同期は営業損失85百万円）、経常利益48百万円（前年同期

は経常損失80百万円）、当期純利益56百万円（前年同期は当期純損失１億６百万円）となり、前連結会計

年度に比べ増益となりました。　

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して５億５百万円減少し、

13億円43百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動の結果、３億５百万円の支出（前連結会計年度は１億50百万円の収

入）となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上83百万円、減価償却費の計上76百万

円、役員退職慰労引当金の減少１億25百万円、売上債権の増加１億54百万円、たな卸資産の減少63百万円、

仕入債務の減少３億51百万円によるものであります。　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動の結果、93百万円の支出（前連結会計年度は15百万円の収入）とな

りました。これは主として投資有価証券の取得による支出２億99百万円、投資有価証券の償還による収入

２億円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動の結果、96百万円の支出（前連結会計年度は99百万円の支出）とな

りました。これは、自己株式の取得による支出16百万円及び配当金の支払76百万円によるものでありま

す。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントにつきましては、単一セグメント(印刷機器関連事業)となっております。

　

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

印刷機器関連事業 3,183,321 △17.2

合計 3,183,321 △17.2

(注) １　金額は、販売価格であります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

印刷機器関連事業 3,325,645 △10.5 277,049 +36.3

合計 3,325,645 △10.5 277,049 +36.3

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

印刷機器関連事業 3,251,826 △17.3

合計 3,251,826 △17.3

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

SUZHOU YI QUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY1,007,37025.6 － －

日本ぱちんこ部品㈱ － － 360,800 11.1

（注）前連結会計年度の日本ぱちんこ部品㈱については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略し

　　　ております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

ナビタス株式会社(E01675)

有価証券報告書

 7/85



　

３ 【対処すべき課題】

(1) 対処すべき課題

今後の世界経済は、新興国の経済成長が引き続き維持されていくことに加え、米国経済も回復を続け、

全体として緩やかな回復傾向で推移するものと予想されます。当社グループが属する特殊印刷業界にお

きましては、新興国での経済成長に伴う個人消費の拡大により、様々な消費材への応用が進み、当社の営

業活動範囲も拡大するものと思われます。

　このような状況の中、当社グループは既に進めております営業展開のグローバル化を更に推進すると共

に、それに対応すべく生産体制の見直し強化を推進する必要性を確信しております。

　グローバル化を推進するための製品としては、技術的には前期から新たなキーモデルとして位置づけて

いる「立体熱転写」の応用技術の拡大と新たな生産技術の確立が急務であり、これにより様々な製品へ

の応用が可能となり、機械装置とそれに使用する転写フィルムが当社グループの業績に大きく寄与する

ものと期待します。また、必要な時に必要な量の熱転写フィルムの製作が可能な「オンデマンド転写箔プ

リンター」は、特殊印刷の応用範囲の拡大と共に、その必要性が認識されており、一層の技術革新とラン

ニングコストの削減を実現する必要があります。

　一方、パソコンによる画像処理技術を応用し、特殊印刷の品質検査を行うために開発した「画像検査装

置（ナビタスチェッカー）」の開発部門（検査装置事業）を会社分割により分社化し、平成23年４月１

日に関連子会社「ナビタスビジョンソリューション株式会社」を設立いたしました。主要製品である画

像検査装置は、特殊印刷業界以外からの引き合いも多く、多種多様な業界における発展が見込まれること

から、その応用範囲を広げ、グループ全体の事業を拡大してまいります。

　今後も市場環境・企業環境はますます厳しくなると予想されますが、当社グループは、更に企業価値を

向上させるべく、各々が培う技術と営業力に加え、市場情報を効率的に融合することにより、グループ全

体の業容拡大を図ってまいります。そのためには社会からの信頼を得ることが極めて重要であると理解

しており、今後も継続して企業倫理・コンプライアンスに対し、グループ全体の役員・社員が共通の認識

を持ち、公正で的確な意思決定を行う仕組みを構築するため、内部管理体制の強化・充実を図ると共に、

一層のコーポレートガバナンスの充実に努めてまいります。　

　
(2) 当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）について

当社は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、ま

たは結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為（市場取引、公

開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、予め当社の取締役会が同意した者による買付行為

を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買

付者」といいます。）に対する対応方針（以下「本方針」といいます。）を導入しております。

①本方針に対する基本的な考え方

当社取締役会は、株式の大規模買付等であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれ

ば、これを一概に否定するものではありません。株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に対する判

断は、最終的に当社株式を保有する当社株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。

　もっとも、大規模買付行為がなされた場合、株主の皆様に当該行為の是非及び株式継続保有の是非

をご判断いただくためには、当社取締役会及び大規模買付者双方から株主の皆様に適切かつ十分な

情報が提供されることが不可欠です。大規模買付行為による当社及び当社グループへの影響、大規模

買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針や事業計画の内容、大規模買付行為に関する当社取

締役会の意見等は、株主の皆様に大規模買付行為の是非や株式継続保有の是非をご判断いただく際

の重要な判断材料になるものと存じます。

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に関しては、大規模買付者から事前に株主の皆

様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供される機会を確保し、かかる

情報が提供された後、速やかに大規模買付行為の是非を検討して、独立の外部専門家等の助言を受け

ながら意見を形成し、公表する所存でおります。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善

についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。
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かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様には当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規

模買付者の提案と（代替案が当社取締役会から提示された場合には）その代替案をご検討いただく

ことが可能となり、最終的な応否を適切に決定していただけることとなります。

　当社取締役会は、大規模買付行為が上記の意見を具現化した一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を設定することといたしました。

②大規模買付ルールの概要

　イ．情報の提供

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは　①事前に大規模買付者が当社取締役会に対

して必要かつ十分な情報を提供し　②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規

模買付行為を開始する、というものです。

　具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買付者の名称、住所、設立準拠

法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示した大規模買付ルール

に従う旨の意向表明をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断

及び当社取締役会としての意見形成のための必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といい

ます。）を提供していただきます。

　当社取締役会は、意向表明受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本

必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供いただいた情報を精査した結果、

それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報

が揃うまで追加的に情報提供を求めます。

　本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりま

すが、一般的な項目は以下のとおりです。

ａ．大規模買付行為及びそのグループ（共同保有者、準共同保有者、特別関係者及び（ファン

ドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の概要（大規模買付者の事業内

容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情

報を含みます。）

ｂ．大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取

引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みま

す。）

ｃ．当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を

含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

ｄ．当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社及び当社グ

ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事

業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」とい

います。）

ｅ．当社及び当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グ

ループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

なお、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社

株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する

時点で、その全部または一部を開示します。

　ロ．取締役会による評価期間

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役

会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付に

よる当社全株式の買付の場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会に

よる評価・検討・交渉、取締役会としての意見形成及び取締役会による代替案立案のための期

間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし、その期間内に大規模買付行為についての取

締役会としての意見を形成します。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始さ

れるものとします。
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取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等

の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最

大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に

応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会と

して当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。なお、当社取締役会は、本必要情

報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表いた

します。

　ハ．独立委員会の設置

大規模買付ルールにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著

しく損なうか否か及び対抗処置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公正さ

及び合理性を担保するため、当社は取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置いたし

ます。独立委員会の構成員、当社の業務執行を行う経営陣及び対象買付者からの独立性が高い有

識者３名以上とします（あらかじめ候補者を定めますが、当社取締役会が経営陣及び対象買付

者からの独立性が低いと判断した場合は、候補者を変更するか、候補者以外から独立委員会を選

任することがあります）。当社取締役会は、前述の事項の検討及び判断をなすに際して、かかる

独立委員会に必ず諮問することとし、独立委員会は、諮問を受けた事項について勧告するものと

します。

独立委員会は、その判断の合理性・客観性を高めるために必要に応じ、当社の費用で当社経営

陣から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。また、当社の取締役、

監査役、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求める等、当社取

締役会から諮問を受けた事項について審議及び決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役

会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し、対抗処置の発動または不発動につき

速やかに決議を行うものとします。当社取締役会の決定に際しては、独立委員会による勧告を最

大限尊重し、かつ必ずこのような独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとするこ

とにより、当社取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を確保しています。また、当社取締役

会の決定に際しては、当社監査役の意見も尊重したうえで決定することにより、当社取締役会の

判断の客観性、公正さ及び合理性を担保しています。

③大規模買付行為がなされた場合の対応

　イ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付

行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗処置はとりません

（当該買付提案についての反対意見の表明、代替案の提示等をすることはございます）。

　大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及び当社

が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになりま

す。

　もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、外部専門家等の意見も参考に

し、監査役の意見も十分尊重し、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、当該大規模買付

行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合であると、当社取締

役会が判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える方

策を取ることがあります。
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　ロ．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如

何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的とし、新

株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社の定款が認める対抗処置をとり、大規模買付行

為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及び対抗処

置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また、監査役の意見も十分に尊重したうえ

で、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講

じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしま

す。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。

また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家に対する積極的な情報開示の

観点から、以下に開示しております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社

グループが判断したものであります。

  当社グループは、これらのリスクを認識した上で、事態の発生の回避及び発生した場合の対応に努める所

存であります。

　 （1）市場ニーズ・価格競争について

当社グループは、標準機及び特注機の生産性向上を重要な課題と認識し、製造方法の見直し強化を

図っておりますが、各部門とも多品種・小ロット・短納期化・高品質化の要望が年々高まっており、コ

ストダウン要求も極めて厳しくなってきております。

　当社グループはこうした状況に対応するため、常に市場ニーズにお応えできるよう技術開発と品質向

上に努めておりますが、これら市場ニーズが大きく変化した場合は、当社グループの業績及び財政状態

に影響を及ぼす恐れがあります。
　

　 （2）生産体制について

当社は、特注機に関しては完全個別受注体制をとっております。この体制は、お客様のご要望を確実

に製品に反映することが可能な反面、それにお応えするための高度な技術を必要とし生産コスト増を

もたらすため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。一方、標準機は、販売計画に基づく見込生

産体制をとっております。このため、見込販売予想の変動により在庫残高が変動し、当社の業績及び

キャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。
　

　 （3）特定の外注先・仕入先への依存について

当社は、関連資材のインクや版等を特定の仕入先より仕入れております。また、標準機の組立等を特

定の外注先に依存しております。これは、品質維持及び安定的な供給を確保するためでありますが、当

該外注先及び仕入先に予測不能な事態が生じた場合、生産に支障をきたし、当社の業績に影響を与える

可能性があります。
　

　 （4）製品等の品質確保について

当社は、お客様に満足を提供し、安全で快適な社会の維持向上を図るため、ISO9001及び14001の認証

取得し、品質保証体制においても万全を尽くしておりますが、予期せぬ製品等の不具合が発生すること

などにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。
　

　 （5）為替変動について

当連結会計年度における当社グループの海外売上高は、連結売上高の26.4%を占めており、前年同期

と比較して大幅に減少しました。

　当社グループは、出来る限り円建での取引を行い、為替の変動による業績への影響を最小限にするよ

う努力しておりますが、為替が大きく変動した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。
　

　 （6）人材の確保と育成について

当社グループでは、優秀な人材を確保・育成することは、今後、当社グループが事業を発展・拡大す

る上で重要な項目の一つと認識しており、特に業界特有の専門知識と技術の継承は、当社グループの事

業遂行に不可欠であります。

　従いまして、的確な人材確保や育成ができなかった場合、もしくは重要な人材の流出が発生した場合

には、今後の事業展開も含めて業績その他に影響を与える可能性があります。
　

　 （7）その他

当社グループだけでは回避できない、経済や政治経済の変化、自然災害、戦争、テロ等の予期せぬ事象

が発生した場合、当社グループの業績が影響を被る可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　 （1）製品の販売等に係る契約
　

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間

ナビタス㈱
（当社）

東レ㈱ 日本
パッド印刷用感光性
樹脂凹版材及び製版
機器

平成７年９月１日
国・地域限定
付専売契約

 

平成22年４月１日
平成23年３月31日
１年間自動継続

　
　 （2）会社分割

当社は、平成23年３月７日開催の取締役会において、平成23年４月１日付で当社の検査装置事業（以

下、「本件事業」といいます。）を会社分割（以下、「本新設分割」といいます。）し、新設会社である

ナビタスビジョンソリューション株式会社へ承継いたしました。

　当該会社分割の概要は次のとおりです。

① 会社分割の目的

当社は、主にプラスチック成型品への表面加飾を行う特殊印刷機とその周辺機器及び資材の製造並

びに販売を行っており、画像検査装置も特殊印刷の周辺装置として開発し、製造販売を行ってまいりま

した。

　しかしながら、画像検査装置は、特殊印刷業界以外からの引き合いも多く、多種多様な業界における発

展が見込まれる事業であるため、当社は、新会社へ画像検査装置の製造販売に関する事業を承継させる

ことで、さらに迅速で柔軟な意思決定を図り、本件事業を発展させ、グループ全体の事業を拡大してま

いります。

② 会社分割の方法

当社を分割会社とし、分割により設立する新会社に本件事業の一切の権利義務を承継させる新設分

割です。なお、本新設分割は、会社法第805条の規定に基づき、株主総会の決議を得ることなく行ってお

ります。

③ 会社分割の期日

平成23年４月１日

④ 分割に際して発行する株式及び割当

新会社は、本新設分割に際して普通株式400株を発行し、その全てを当社に割当交付しております。

⑤ 割当株式数の算定根拠

本新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、本新設分割に際して新会社が発行する株式は、全

て当社に割当交付されることから、新会社の資本金の額等を考慮し、当社が決定したものであります。

⑥ 分割する資産・負債の状況（平成23年４月１日現在）

　 資産 金額（千円） 負債 金額（千円）

　 流動資産 66,785流動負債 －

　 固定資産 － 固定負債 144

　 合計 66,785合計 144

⑦ 承継会社の概要（平成23年４月１日現在）

商　　　　号　ナビタスビジョンソリューション株式会社

　所　 在　 地　神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町２２－５

　代 　表 　者　代表取締役社長　辻谷潤一

　資　 本 　金　20,000千円

　主な事業内容　画像検査システムとその周辺機器の開発並びに販売
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６ 【研究開発活動】

当社グループの主要な取引先業界では、特殊印刷に対するニーズがさらに多様化し、ますます高度な技

術を要求されており、従来より注力してまいりました「立体熱転写」「オンデマンド熱転写プリン

ター」についても、市場の要求は日々変化しております。

  当社グループは、このように常に変化する市場のニーズや市場環境の変化に柔軟且つ迅速に対応し、市

場の求める性能と価格の両面において、市場競争力の強化を図るため、一層の技術革新とコスト削減にグ

ループ全体で取り組んでまいります。　

当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費は14百万円でありました。また、当連結会

計年度における工業所有権は27件、出願中の工業所有権は12件であります。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、雇用環境に厳しさが残り、個人消費も伸び悩む中で、少

しずつ企業業績や設備投資意欲が改善し、急激な円高の影響はあるものの日本経済は緩やかな回復基調

の中にあります。

　このような中で、国内における特殊印刷業界は主要産業の生産調整が一段落となり、生産量が徐々に回

復をしております。当社は、機械装置の提案販売に加えて、改めて印刷機の稼働に不可欠な関連商品を中

心にきめ細かな営業活動を積極的に行ってまいりました。その結果、国内市場における売上高は、23億94

百万円（前年同期比21.9%増）となりました。

　一方、海外市場は新興国、特に、中国市場を中心に関連子会社２社が積極的な提案型営業を行っておりま

す。「世界の工場」から「世界の市場」に変遷を遂げている中国市場では、個人消費の拡大と共に経済全

体が成長を続けておりますが、その分、商品サイクルの変化も激しく、且つ価格競争も激しくなっており

ます。これまで当社の中国市場の中心であったパソコンへの表面加飾もその影響を受け、大幅な需要減と

なりました。その結果、中国を中心とした海外市場における売上高は、８億57百万円（前年同期比56.4%

減）となりました。

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

（財政状態の分析）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末と比較して５億11百万円減少し、49億42百万円

となりました。これは主として受取手形及び売掛金が１億61百万円増加し、現金及び預金が５億５百万

円、仕掛品が90百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比較して４億61百万円減少し、８億92百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金が３億49万円、役員退職慰労引当金が１億25百万円減少したことによるもので

あります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して49百万円減少し、40億50百万円となりました。これは主として

利益剰余金が20百万円、その他有価証券評価差額金が５百万円、為替換算調整勘定が７百万円減少し、

また、自己株式を16百万円取得したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの分析）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、３億５百万円の支出（前連結会計年度は１億50百万円の

収入）となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上83百万円、減価償却費の計上76百

万円、役員退職慰労引当金の減少１億25百万円、売上債権の増加１億54百万円、たな卸資産の減少63百

万円、仕入債務の減少３億51百万円によるものであります。　

投資活動によるキャッシュ・フローでは、93百万円の支出（前連結会計年度は15百万円の収入）と

なりました。これは主として投資有価証券の取得による支出２億99百万円、投資有価証券の償還による

収入２億円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、96百万円の支出（前連結会計年度は99百万円の支出）と

なりました。これは、自己株式の取得による支出16百万円及び配当金の支払76百万円によるものであり

ます。

EDINET提出書類

ナビタス株式会社(E01675)

有価証券報告書

14/85



第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当期中における重要な設備投資等はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

ゼグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積㎡）

その他 合計

本社及び工場
(大阪府堺市堺区及び
西区)

印刷機器
関連事業

本社機能
生産設備
販売業務

539,528
[35,000]

15,732
793,902
（6,335）

8,7901,357,95356

東京支店
(東京都豊島区)

印刷機器
関連事業

販売業務 52,0792,560
233,668
（452）

3,461291,769 14

中部営業所
(愛知県東海市)

印刷機器
関連事業

販売業務 6,749 148 － 709 7,608 7

(注) １ 従業員数は就業人員であります。

　　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３ 上記中[ 　]内はツジカワ㈱他への賃貸中のものであり、内数であります。

４ 帳簿価額「その他」は、工具器具備品であります。

　

(2) 国内子会社

平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

ゼグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

その他 合計

ナビタスインモール
ディングソリュー
ションズ㈱
（大阪府堺市西区）

印刷機器
関連事業

生産設備
販売業務 2,39110,259 439 13,090 13

(注)　従業員数は就業人員であります。

　

(3) 在外子会社

平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

ゼグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)機械装置

及び運搬具
その他 合計

納維達斯机械（蘇
州）有限公司
（中国江蘇省）

印刷機器
関連事業

生産設備
販売業務 7,011 2,382 9,393 33

(注)　従業員数は就業人員であります。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,780,000

計 15,780,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,722,500 5,722,500
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 5,722,500 5,722,500― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本金準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成13年１月12日 △220,0005,722,500 － 1,075,400 － 942,600

(注) 　自己株式の消却による減少であります。

　
(6) 【所有者別状況】

平成23年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 7 11 68 1 1 975 1,063 ―

所有株式数
(単元)

－ 346 27 663 ― 1 4,6385,67547,500

所有株式数
の割合(％)

－ 6.10 0.48 11.68 ― 0.02 81.72 100 ―

(注)　　自己株式649,442株は、「個人その他」に649単元、「単元未満株式の状況」に442株含まれております。
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(7) 【大株主の状況】
平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ナビタス持株会 堺市西区浜寺石津町東１丁５番15号 473 8.27

平　木　正　之 大阪市住吉区 440 7.70

金　定　秀　光 堺市南区 229 4.01

ツジカワ株式会社 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目２番19号 150 2.63

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 134 2.35

株式会社トービ 大阪市城東区放出西２丁目16番14号 125 2.19

泉　原　　　博 奈良県御所市 101 1.78

ナビタス従業員持株会 堺市西区浜寺石津町東１丁５番15号 94 1.66

平　木　誠　一 大阪市住吉区 85 1.50

金　定　純　子 大阪市西区 77 1.36

計 ― 1,912 33.43

(注) １　当社は、平成23年３月31日現在自己株式を649千株（11.35％）所有しておりますが、上記表中からは除外

しております。

 ２　ナビタス持株会は、平成22年９月10日に株式引き出しを行ったことにより、主要株主ではなくなっており

ます。
　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

649,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,026,000
5,026 ―

単元未満株式
普通株式

47,500
― ―

発行済株式総数 5,722,500― ―

総株主の議決権 ― 5,026 ―

(注）「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式442株が含まれております。
　

② 【自己株式等】
平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ナビタス株式会社

大阪府堺市堺区石津北町９
番１号

649,000 ― 649,000 11.34

計 ― 649,000 ― 649,000 11.34
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　当該制度は、会社法に基づき、平成23年６月29日開催の第32回定時株主総会において決議されたもので

す。

　当該制度の内容は、次のとおりであります。
　

決議年月日 平成23年６月29日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社取締役５

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 200,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額

　割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普通株
式の普通取引の終値平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は
切り上げる。）または割当日の終値（取引が成立しない場合はそれ
に先立つ直近日の終値。）の何れか高い金額とする。

新株予約権の行使期間
  新株予約権を割り当てる日の翌日より２年経過してから10年以内
の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社また
は当社子会社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位にある
限り、新株予約権を行使することができる。
　ただし、当社または当社子会社の取締役または監査役の任期満了に
よる退任、当社または当社子会社の従業員の定年による退職、その他
正当な事由により、当社または当社子会社の取締役、監査役または従
業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
　その他の条件については、取締役決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
  新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注)  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合は、次

算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

　　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

　

２ 【自己株式の取得等の状況】

　　　【株式の種類等】

会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取

得　

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
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(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成22年５月14日)での決議状況
(取得期間平成22年５月17日～平成22年６月24日)

50,000 16,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 8,000 2,360

残存決議株式の総数及び価額の総額 42,000 13,640

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 84.0 85.3

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 84.0 85.3

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成22年８月６日)での決議状況
(取得期間平成22年８月９日～平成22年９月21日)

50,000 16,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 50,000 16,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 100.0 1,000

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 100.0 100.0

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成22年９月16日)での決議状況
(取得期間平成22年９月17日～平成22年９月17日)

50,000 13,500

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 50,000 13,500

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― ―

(注)　株式会社ジャスダック証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）の自己株式取得のための固定価格取引による買付であり

ます。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 1,763 491

当期間における取得自己株式 ― ―
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
( － )

― ― ― ―

保有自己株式数 649,442 ― 649,442 ―

　

３ 【配当政策】

当社の配当政策は、将来の事業展開と経営体質の強化のために内部留保を確保しつつ、安定した配当を継

続実施していくことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰

余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金は１株につき普通配当７円50銭とし、中

間配当金７円50銭と合わせまして15円としております。

　内部留保金につきましては、時代の要求や市場のニーズに応える優れた製品開発・研究開発活動及び経営

体質の一層の改善・効率化のための投資等に活用し、事業の発展に貢献してまいります。

　なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
　

(注)　当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成22年11月５日　取締役会決議 38,056 7.50

平成23年６月29日　定時株主総会決議 38,047 7.50

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 760 619 427 387 308

最低(円) 420 349 260 260 247

(注)　最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日から

平成22年10月11日までは大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
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(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
10月

11月 12月
平成23年
１月

２月 ３月

最高(円) 272 260 290 296 308 299

最低(円) 252 250 260 277 278 247

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10

月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役
社長 ― 上　野　良　武 昭和18年12月26日生

昭和56年８月 株式会社大阪自動機製作所退社

(注）２ 22

昭和56年９月 大平工業株式会社(現ナビタス株

式会社)入社

平成元年12月 当社取締役第二事業部長

平成４年８月 当社取締役製造本部長

平成７年10月 当社取締役大阪営業本部長

平成11年４月 当社取締役製造部長

平成13年４月 当社取締役ITS事業部長

平成14年６月 当社専務取締役就任ITS事業部長

平成15年４月 当社専務取締役海外営業本部長

平成16年４月 当社専務取締役中国市場開発室長

平成16年６月 当社取締役中国市場開発室長

平成16年10月 当社取締役（現任）

平成16年10月 納維達斯机械(蘇州)有限公司　董

事長・総経理

平成21年１月 納維達斯机械(蘇州)有限公司　董

事長（現任）

平成22年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役 東京支店長 川　口　　洋 昭和25年３月１日生

昭和50年５月 タイホー株式会社退社

(注）２ ６

昭和58年９月 大平工業株式会社(現ナビタス株

式会社)入社

平成７年10月 当社製造本部製造部長

平成８年６月 当社取締役製造本部長

平成11年３月 同　退任

平成11年４月 当社製造部機械設計リーダー

平成14年４月 当社製造部開発技術部長

平成15年４月 当社製造本部本部長

平成16年10月 当社取締役製造本部長

平成16年10月 納維達斯机械(蘇州)有限公司　董

事

平成18年４月 当社取締役製造部長

平成22年６月 当社取締役東京支店長就任（現任)

取締役
営業統括
担当

廣　口　隆　久 昭和28年12月18日生

昭和58年３月 三井造船エンジニアリング株式会

社退社

(注）２ ３

昭和58年４月 大平工業株式会社(現ナビタス株

式会社)入社

平成８年３月 エヌアイエス株式会社(現ナビタ

スインモールディングソリュー

ションズ株式会社)入社・転籍

平成９年６月 エヌアイエス株式会社取締役

平成11年４月 エヌアイエス株式会社代表取締役

社長（現任）

平成22年６月 当社取締役営業統括担当就任（現

任）

取締役 管理部長 眞　柄　光　孝 昭和35年７月17日生

昭和58年３月 大平工業株式会社(現ナビタス株

式会社)入社

(注）２ ３

平成19年４月 当社執行役員管理部長

平成19年４月 納維達斯机械(蘇州)有限公司　董

事（現任）

平成22年６月 当社取締役管理部長（現任）

平成23年６月 ナビタスビジョンソリューション

株式会社取締役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 製造部長 藤　本　雅　也 昭和31年12月７日生

昭和60年10月 太平工業株式会社（現ナビタス株

式会社）入社

(注）２ ４平成21年12月 当社執行役員中部営業所長

平成22年７月 当社執行役員製造部長

平成23年６月 当社取締役製造部長就任（現任）

常勤監査役 ― 泉　原　　　博 昭和13年４月５日生

昭和41年９月 株式会社大平高周波研究所退社

(注）３ 101

昭和41年10月 大平工業株式会社(本社 大阪市)

を設立　常務取締役

昭和55年１月 大平工業株式会社(本社 堺市・現

ナビタス株式会社)を設立　常務取

締役

平成元年９月 当社常務取締役第三事業部長

平成５年11月 当社専務取締役MMF本部長

平成７年４月 当社取締役

平成11年４月 当社常務取締役IC事業担当

平成14年３月 同　退任

平成18年６月 当社監査役就任（現任）

監査役 ― 飯　島　奈　絵 昭和39年４月11日生

平成６年４月 大阪弁護士会登録

(注）３ －平成６年４月 堂島法律事務所入所（現）

平成15年６月 当社監査役就任（現任）

監査役 ― 髙　橋　修　司 昭和28年８月17日

昭和62年２月 税理士登録

(注）３ １

昭和62年２月 髙橋修司税理士事務所開設（現）

平成19年６月 当社監査役就任（現任）

平成19年６月 ナビタスインモールディングソ

リューションズ株式会社監査役就

任（現任）

平成23年６月 ナビタスビジョンソリューション

株式会社監査役就任（現任）

計 141

　（注）１　監査役 飯島奈絵及び髙橋修司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
　　　２　取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。
　　　３　監査役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。

　
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

イ 会社の機関の内容

　ａ 取締役会

当社の取締役会は、取締役５名（当事業年度末現在）で構成されております。取締役会は、単な

る決裁機能としてではなく、会社の業務執行における意思決定を行い、併せて各取締役による代

表取締役の業務執行の監督を含む、相互牽制機能を有し、実質的な意思決定及び監督機関として

活動しております。さらに迅速な意思決定を図るべく２ヶ月に１回定例取締役会を開催するとと

もに、必要に応じ、随時に臨時取締役会を開催しております。また、取締役会で決定された業務の

内容を各部門で執行するべく、各取締役は各部門の管理監督を行っております。
　

　ｂ 監査役会

当社は、監査役会制度採用会社であります。監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成され

ております。常勤監査役は、業務報告会に出席して業務監査を執行し、社外監査役は会計、法律に

関する専門家としての視点でコンプライアンス面の監査を重点的に実施しております。
　

　ｃ 業務報告会

各部門は、取締役会で決定された事項を迅速に実行するべく各次長以上で構成する業務報告会

を月１回開催するとともに、随時各部門会議を開催しております。
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ロ　内部統制システムの整備の状況

当社では、営業部、製造部及び管理部で行われる業務を担当する従業員を各部門長が監督・監視

するとともに、各部門長が各部門での問題点を業務報告会において検討しております。また、この

業務報告会に取締役及び常勤監査役が出席し、管理監督いたしております。

　なお、取締役会での決定事項を取締役以下全社員が円滑に実施し、かつ監査役監査の実効性を確

保すべく内部統制基本方針を決定し、実行しております。併せて、内部通報規程を策定し、実施して

おります。

　

ハ　リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、法令や倫理に関する点では管理部で検討事項を取締役会に提示し、法

律及び会計の専門家である社外監査役の意見をもとに取締役会で検討しております。また、製造販

売に関しては平成16年２月にISO9001:2000及び平成16年10月にISO14001:1996（平成17年10月に

ISO14001:2004）を取得するとともに品質保証部を設置し、製品の品質や環境に関する点について

もリスク管理体制の充実を図っております。

　なお、当社は発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を

迅速かつ的確に行うことにより、損害を最小限に抑え、再発を防止し、当社の企業価値を保全する

ことを目的としたリスク管理規程に従い、定期的にリスク管理委員会を開催しております。

　

②　内部監査及び監査役監査の状況

イ　内部監査

内部監査は、総合企画室が担当しており、具体的には各部署の業務が法令・定款・社内規則等に

従い、適正かつ有効に運営されているかを調査し、その結果を代表取締役に報告すると同時に適切

な指導を行うことにより、経営効率の向上を図り、不正や事故の発生を未然に防ぐため、内部監査

を実施しております。

　

ロ　監査役監査

監査役監査は、監査役３名が取締役会に出席し、議事運営及び決議内容を監査し、積極的に意見

表明を行っております。また、常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、内部監査部門と連携をと

り、往査及び重要文書の閲覧を中心に職務の執行状況を監視しております。

　なお、監査役髙橋修司は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

　

ハ　内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門の関係

監査役は、会計監査人から監査の結果報告を受けることにより、相互補完することで、それぞれ

の監査の質の向上を図っており、定期的な意見交換や情報交換を行うことにより、お互いの連携を

深め、企業の内部情報や業界情報の確保に努めております。また、監査役は、総合企画室と必要に応

じて意見交換を行い、お互い密接に連携し、内部監査の状況を把握しております。

　

③　社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役は選任しておりませんが、監査役３名のうち２名が会社法第２条第16項に定

める社外監査役であり、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れの

ない独立社員であります。また、社外監査役は、取締役会に出席し、重要な意思決定や業務執行状況

の適法性や妥当性を公正な立場で監視しております。このように、社外監視という観点から監査役

監査を実施しているため、経営の監視機能については、充分に機能する体制が整っていると認識

し、現状の体制を採用しております。

　なお、社外監査役に関して、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他利害関

係はございません。
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④　役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額並びに種類別の総額及び対象となる役員の員数

　
役員区分

報酬の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（人）　 基本報酬 退職慰労金

　 取締役 31 27 ４ ７

　 監査役 ４ ３ ０ １

　 社外監査役 ５ ４ ０ ２

　　　 （注）１　上記金額は、当事業年度に係る報酬等の額であります。

　　　　　　 ２　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。

　　　　　　 ３　取締役の報酬限度額は、昭和61年12月20日開催の第７期定時株主総会にて年額150,000千円

　　　　　　　　（ただし、使用人給与は含まない）と決議いただいております。

　　　　　　 ４　監査役の報酬限度額は、平成10年６月25日開催の第19期定時株主総会にて年額25,000千円

　　　　　　　　 と決議いただいております。

　

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
　

ハ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

　役員の基本報酬について、株主総会の決議にて承認された限度額の範囲内で、職務の内容等を勘

案し、相当と判断する報酬額を取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議に

て決定しております。また、役員退職慰労金については、当社の規程に定める基準に基づき、株主総

会の決議を経て、退任時に支給することとしております。
　

⑤　会計監査の状況

　イ　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

　 公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

　 　　指定有限責任社員 荒　井　憲一郎
新日本有限責任監査法人

　 　　業務執行社員 吉　田　敏　宏

　　　 （注）　継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　

　ロ　監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　　　２名

　　その他　　　　　　３名
　

⑥　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
　

⑦　取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の３分２以上をもって行う旨定款に定めております。
　

⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ　自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することがで

きる旨を定款に定めております。
　

ロ　中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、株主または登録株式質権者への機動的な利益還元

を行うため、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日とし、金銭による中間配当を行うこと

ができる旨を定款に定めております。
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⑨　株主総会の特別決議事項要件

当社は、会社法第309条第２項に定めるべき特別決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。
　

⑩　株式の保有状況

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　　　　　　　12銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　　62,937千円
　

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

（前事業年度）

　　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 28,980 14,200円滑な取引関係を維持するため

㈱マンダム 3,000 7,650円滑な取引関係を維持するため

㈱立花エレテック 6,600 4,936円滑な取引関係を維持するため

SBIホールディングス㈱ 207 3,819円滑な取引関係を維持するため

ローランド㈱ 3,000 3,360円滑な取引関係を維持するため

ナカバヤシ㈱ 8,795 1,811円滑な取引関係を維持するため

㈱カワタ 5,000 1,280円滑な取引関係を維持するため

㈱セレスポ 8,000 1,136円滑な取引関係を維持するため

㈱ユーシン精機 665 936円滑な取引関係を維持するため

（注）㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ以外の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、

非上場株式を除く全９銘柄について記載しております。

　

（当事業年度）

　　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 28,980 11,128円滑な取引関係を維持するため

㈱マンダム 3,000 6,087円滑な取引関係を維持するため

㈱立花エレテック 6,600 5,379円滑な取引関係を維持するため

ローランド㈱ 3,000 2,955円滑な取引関係を維持するため

SBIホールディングス㈱ 207 2,167円滑な取引関係を維持するため

ナカバヤシ㈱ 8,795 1,521円滑な取引関係を維持するため

㈱カワタ 5,000 1,510円滑な取引関係を維持するため

㈱セレスポ 8,000 1,032円滑な取引関係を維持するため

㈱ユーシン精機 665 1,009円滑な取引関係を維持するため

（注）㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ以外の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、

非上場株式を除く全９銘柄について記載しております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 24 ― 24 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 24 ― 24 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。
　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。
　

④ 【監査報酬の決定方針】

提出会社の規模や監査日数及び前事業年度の監査報酬等を勘案した上で決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成

22年３月31日まで)及び当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の連結財務諸表並

びに前事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び当事業年度(平成22年４月１日から平

成23年３月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基

準等の内容を適時適切に把握し、また、会計基準等の変更等について、的確に対応することができる体制を

整備するため、監査法人及び各種団体の主催する研修への参加や会計専門誌の定期購読等を行っておりま

す。

　

EDINET提出書類

ナビタス株式会社(E01675)

有価証券報告書

28/85



１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,848,531 1,343,508

受取手形及び売掛金 747,098 908,139

商品及び製品 97,242 96,804

仕掛品 392,243 301,877

原材料及び貯蔵品 91,165 116,894

繰延税金資産 27,998 35,521

その他 104,886 43,984

貸倒引当金 △2,717 △1,543

流動資産合計 3,306,449 2,845,186

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 631,050 600,748

機械装置及び運搬具（純額） 45,570 34,091

土地 1,027,570 1,027,570

その他（純額） 23,734 15,784

有形固定資産合計 ※
 1,727,926

※
 1,678,195

無形固定資産

ソフトウエア 28,776 9,870

電話加入権 2,549 2,549

その他 55 40

無形固定資産合計 31,381 12,461

投資その他の資産

投資有価証券 206,583 292,084

繰延税金資産 96,724 84,014

その他 88,568 31,892

貸倒引当金 △3,992 △1,346

投資その他の資産合計 387,885 406,645

固定資産合計 2,147,193 2,097,302

資産合計 5,453,642 4,942,488
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,008,707 659,214

未払法人税等 7,266 13,935

未払消費税等 6,587 11,714

賞与引当金 17,045 20,467

その他 93,698 90,722

流動負債合計 1,133,305 796,055

固定負債

退職給付引当金 35,459 39,033

役員退職慰労引当金 182,789 57,044

その他 2,500 －

固定負債合計 220,749 96,077

負債合計 1,354,054 892,132

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金 942,600 942,600

利益剰余金 2,289,454 2,269,372

自己株式 △217,224 △233,575

株主資本合計 4,090,230 4,053,796

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,767 3,217

為替換算調整勘定 590 △6,658

その他の包括利益累計額合計 9,358 △3,440

純資産合計 4,099,588 4,050,355

負債純資産合計 5,453,642 4,942,488
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 3,929,529 3,251,826

売上原価 ※1
 3,183,440

※1
 2,479,485

売上総利益 746,088 772,340

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 831,511

※2, ※3
 750,769

営業利益又は営業損失（△） △85,422 21,571

営業外収益

受取利息 1,123 389

受取配当金 8,716 19,535

受取賃貸料 13,349 13,088

過年度未請求債務取崩 － 7,431

その他 4,160 4,700

営業外収益合計 27,349 45,145

営業外費用

支払利息 346 644

為替差損 21,035 16,450

その他 903 1,042

営業外費用合計 22,285 18,137

経常利益又は経常損失（△） △80,359 48,579

特別利益

投資有価証券売却益 300 －

貸倒引当金戻入額 － 1,212

保険解約返戻金 － 35,740

特別利益合計 300 36,953

特別損失

工具器具備品除却損 306 8

投資有価証券評価損 － 851

投資有価証券償還損 1,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 770

特別損失合計 1,856 1,630

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△81,916 83,902

法人税、住民税及び事業税 26,662 22,019

法人税等調整額 △1,813 5,413

法人税等合計 24,848 27,432

少数株主損益調整前当期純利益 － 56,470

当期純利益又は当期純損失（△） △106,764 56,470
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 56,470

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △5,549

為替換算調整勘定 － △7,249

その他の包括利益合計 － ※2
 △12,798

包括利益 － ※1
 43,671

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 43,671

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,075,400 1,075,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,075,400 1,075,400

資本剰余金

前期末残高 942,600 942,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 942,600 942,600

利益剰余金

前期末残高 2,474,281 2,289,454

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △106,764 56,470

当期変動額合計 △184,826 △20,082

当期末残高 2,289,454 2,269,372

自己株式

前期末残高 △191,620 △217,224

当期変動額

自己株式の取得 △25,603 △16,351

当期変動額合計 △25,603 △16,351

当期末残高 △217,224 △233,575

株主資本合計

前期末残高 4,300,660 4,090,230

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △106,764 56,470

自己株式の取得 △25,603 △16,351

当期変動額合計 △210,430 △36,433

当期末残高 4,090,230 4,053,796

EDINET提出書類

ナビタス株式会社(E01675)

有価証券報告書

33/85



（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △14,435 8,767

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

23,202 △5,549

当期変動額合計 23,202 △5,549

当期末残高 8,767 3,217

為替換算調整勘定

前期末残高 △269 590

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

860 △7,249

当期変動額合計 860 △7,249

当期末残高 590 △6,658

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △14,704 9,358

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

24,063 △12,798

当期変動額合計 24,063 △12,798

当期末残高 9,358 △3,440

純資産合計

前期末残高 4,285,955 4,099,588

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △106,764 56,470

自己株式の取得 △25,603 △16,351

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,063 △12,798

当期変動額合計 △186,367 △49,232

当期末残高 4,099,588 4,050,355
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△81,916 83,902

減価償却費 95,692 76,153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 △3,819

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,252 3,604

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,214 3,574

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,457 △125,745

受取利息及び受取配当金 △9,839 △19,925

支払利息 346 644

為替差損益（△は益） 678 8,132

有形固定資産除却損 306 8

投資有価証券売却損益（△は益） △300 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 851

投資有価証券償還損益（△は益） 1,550 －

売上債権の増減額（△は増加） 76,632 △154,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 78,987 63,241

仕入債務の増減額（△は減少） △3,349 △351,454

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,130 50,708

その他 20,188 38,697

小計 170,009 △325,795

利息及び配当金の受取額 9,839 19,873

利息の支払額 △346 △644

法人税等の支払額 △28,976 1,170

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,525 △305,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,563 △973

無形固定資産の取得による支出 △5,779 －

投資有価証券の取得による支出 △79,927 △299,771

投資有価証券の売却による収入 2,400 －

投資有価証券の償還による収入 100,000 200,000

出資金の分配による収入 6,884 7,696

投資活動によるキャッシュ・フロー 15,014 △93,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,047 －

短期借入金の返済による支出 － △4,047

自己株式の取得による支出 △25,603 △16,351

配当金の支払額 △77,908 △76,535

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,465 △96,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △534 △9,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,539 △505,023

現金及び現金同等物の期首残高 1,782,992 1,848,531

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 1,848,531

※
 1,343,508
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【継続企業の前提に関する注記】

　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　該当事項はありません。

　

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　２社

　 連結子会社の名称　　　

　　ナビタス　インモールディング　ソ

リューションズ㈱

　　納維達斯机械(蘇州)有限公司

(1)連結子会社の数　　２社

同左

　 (2)非連結子会社の名称等

　 該当事項はありません。

(2)非連結子会社の名称等

同左

２　持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち納維達斯机械（蘇

州）有限公司の決算日は、12月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、１月１日か

ら連結決算日３月31日までの期間に発

生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

同左

４　会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　　期末決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法

により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

同左

　 　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法

　　　　時価のないもの

　　　　　 　 同左

　 　　たな卸資産

　　 　評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に

よっております。

　　　製品　　個別法

　　　仕掛品　個別法

　　　原材料　総平均法

　　たな卸資産

　　　　　 　 同左

　 　　デリバティブ

　　　　　時価法

　　デリバティブ

―――
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　　有形固定資産

　　　　当社及び国内連結子会社は定率法

を、また在外連結子会社は定額

法を採用しております。

　　　　ただし、当社及び国内連結子会社

は、平成10年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用してお

ります。なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっ

ております。

　また、取得価額10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年均等償却によっており

ます。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　　有形固定資産

同左

 
 

　 　　無形固定資産

　　　　当社及び連結子会社は定額法を採

用しております。

　　　　なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売収益

（数量）又は、見込有効期間

（３年）に基づいており、自社

利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

　　無形固定資産

同左

　 　　リース資産　

　　　　リース取引会計基準の改正適用初

年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によってお

ります。

　　リース資産　

同左

 

　 (3) 重要な引当金の計上基準

　　貸倒引当金

　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

　また、在外連結子会社は主とし

て特定の債権について回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　　貸倒引当金

同左

 

　 　　賞与引当金

　　　　当社及び連結子会社は従業員に対

して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。

　　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　 　　退職給付引当金

　　　　当社及び国内連結子会社は従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。なお、在

外子会社については退職金制度

を採用していないため、退職給

付引当金を計上しておりませ

ん。

　　退職給付引当金

同左

　 　　役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支出に備える

ため、当社及び国内連結子会社

は、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しており

ます。

　　役員退職慰労引当金

同左

　 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

　　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資

産及び負債、収益及び費用は、決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に計上して

おります。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

　 ――― (5) のれん及び負ののれんの償却に関

する事項

　　　連結子会社は、設立時より100%持分

子会社であるため、該当事項はあ

りません。

　 ――― (6) 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲連結

　　　手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な

投資としております。

　 (5) 消費税等の会計処理

　　　消費税等については、税抜方式によ

り処理しております。

(7) 消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社は、設立時より100%持分子

会社であるため、該当事項はありませ

ん。

―――

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　連結子会社は、設立時より100%持分子

会社であるため、該当事項はありませ

ん。

―――
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資としておりま

す。

―――

　

【会計方針の変更】
　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
（資産除去債務に関する会計基準等）

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　なお、この変更による影響は軽微であります。　
　

【表示方法の変更】
　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
（連結損益計算書関係）

  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、「少数株

主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。
　

【追加情報】
　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差

額等合計」の金額を記載しております。
　

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)
　

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

　

※　有形固定資産の減価償却累計額 1,677,897千円
　

※　有形固定資産の減価償却累計額 1,727,083千円
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(連結損益計算書関係)

　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価 6,223千円

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価 27,433千円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当及び賞与 289,400千円

賞与引当金繰入額 11,146千円

退職給付費用 14,808千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,868千円

貸倒引当金繰入額 276千円

研究開発費 58,330千円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当及び賞与 271,197千円

賞与引当金繰入額 11,745千円

退職給付費用 17,802千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,644千円

研究開発費 14,006千円

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。

一般管理費 58,330千円

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。

一般管理費 14,006千円

　

(連結包括利益計算書関係)

　

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

※1　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益　

　　 親会社株主に係る包括利益　　　　△82,701千円

　　 少数株主に係る包括利益　　　　　　　　－千円

　　 計　　　　　　　　　　　　　　　△82,701千円

　

※2　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益　

　　 その他有価証券評価差額金　　　　　23,202千円

　　 為替換算調整勘定　　　　　　　　　　 860千円

　　 計　　　　　　　　　　　　　　　　24,063千円

　

(連結株主資本等変動計算書関係)
　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,722,500 － － 5,722,500
　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 498,129 91,550 － 589,679
　

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による自己株式の取得による増加　　　 90,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　1,550株
　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。
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４　配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 39,182 7.5平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月６日
取締役会

普通株式 38,879 7.5平成21年９月30日 平成21年12月10日

　

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 38,496 7.5平成22年３月31日 平成22年６月30日

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,722,500 － － 5,722,500

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 589,679 59,763 － 649,442
　

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による自己株式の取得による増加　　　  58,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　 1,763株
　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 38,496 7.5平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月５日
取締役会

普通株式 38,056 7.5平成22年９月30日 平成22年12月９日

　

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 38,047 7.5平成23年３月31日 平成23年６月30日

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定と
一致しております。

1,848,531千円

 

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定と
一致しております。

1,343,508千円
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(リース取引関係)

　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)

　リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計相当額及び期末残高相当額

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計相当額及び期末残高相当額

　
その他
(工具器具
及び備品)

ソフト
ウェア

合計

取得価額
相当額(千円)

17,9131,89319,807

減価償却累計額
相当額(千円)

11,4891,83013,319

期末残高
相当額(千円)

6,424 63 6,487

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

　
その他
(工具器具
及び備品)

合計

取得価額
相当額(千円)

13,711 13,711

減価償却累計額
相当額(千円)

9,712 9,712

期末残高
相当額(千円)

3,999 3,999

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

　 　
　(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,488千円

１年超 3,999千円

合計 6,487千円

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,285千円

１年超 1,713千円

合計 3,999千円

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

　 　
　(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 3,504千円

減価償却費相当額 3,504千円

　(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 2,488千円

減価償却費相当額 2,488千円

　 　
　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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(金融商品関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　
（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年３月10日)及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日)を適用してお

ります。

　
1　 金融商品の状況に関する事項

 (１) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入

による方針です。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行

いません。

　
 (２) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに

事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。 

　営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。また、その一部には原料

等の輸入及び海外生産に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

　デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクに備えるための、通貨オプション取

引であり、今後の輸入取引見込額の一定割合を限度として行っております。

　
 (３) 金融商品に係るリスク管理体制

　　　　①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日や残高を管理すると共に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を

行っております。 

　デリバティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行っており、信用リスク

は僅少であります。 

　　　　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

デリバティブ取引の執行・管理については取締役会の決定に基づいて、管理部にて管理しており

ます。 

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、取締役会に

報告されております。 

　
 (４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。 
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２　 金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりませ

ん。（（注２）を参照ください。） 
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

　①　現金及び預金 1,848,531 1,848,531 －

　②　受取手形及び売掛金 747,098 747,098 －

　③　投資有価証券 　 　 　
　　　その他有価証券 175,583 175,583 －

資産計 2,771,214 2,771,214 －

　④　支払手形及び買掛金 1,008,707 1,008,707 －

負債計 1,008,707 1,008,707 －

　デリバティブ取引(※１) 421 421 －

(※１)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした金額を表示しております。

　

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資　産 

①現金及び預金、並びに②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 
　

③投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
　

負　債 

④支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 
　

デリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないものについては、取引金融機関から提示された価格によっております。

また、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 
　

(注２)非上場株式（連結貸借対照表計上額31,000千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ ・フロー

を見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証

券」には含めておりません。 

　
(注３)満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額 

区分
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　現金及び預金 1,840,259 － － －

　受取手形及び売掛金 747,098 － － －
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)
　

1　 金融商品の状況に関する事項

 (１) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入

による方針です。

　
 (２) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに

事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。 

　営業債務である支払手形及び買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。また、その一部には原料

等の輸入及び海外生産に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

　
 (３) 金融商品に係るリスク管理体制

　　　　①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日や残高を管理すると共に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を

行っております。 

　　　　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、取締役会に

報告されております。 

　
 (４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。 
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２　 金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりませ

ん。（（注２）を参照ください。） 
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

　①　現金及び預金 1,343,508 1,343,508 －

　②　受取手形及び売掛金 908,139 908,139 －

　③　投資有価証券 　 　 　
　　　その他有価証券 261,936 261,936 －

資産計 2,513,583 2,513,583 －

　④　支払手形及び買掛金 659,214 659,214 －

負債計 659,214 659,214 －

　

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資　産 

①現金及び預金、並びに②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 
　

③投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
　

負　債 

④支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 
　

(注２)非上場株式（連結貸借対照表計上額30,148千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ ・フロー

を見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証

券」には含めておりません。 

　
(注３)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

区分
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

　現金及び預金 1,337,457 － － －

　受取手形及び売掛金 908,139 － － －
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(有価証券関係)

　

前連結会計年度(平成22年３月31日)

　１　その他有価証券
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

　①　株式 37,850 26,886 10,963

　②　債券 － － －

　③　その他 54,305 49,398 4,907

小計 92,155 76,285 15,870

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　 　 　

　①　株式 1,280 1,335 △55

　②　債券 － － －

　③　その他 82,147 88,899 △6,751

小計 83,427 90,234 △6,806

合計 175,583 166,519 9,063

　

　２　連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
　

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

株式 2,100 300 －

　

当連結会計年度　(平成23年３月31日)

　１　その他有価証券
　

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

　 　 　

　①　株式 22,226 17,162 5,063

　②　債券 － － －

　③　その他 155,123 147,882 7,241

小計 177,349 165,045 12,304

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

　 　 　

　①　株式 10,563 11,059 △495

　②　債券 － － －

　③　その他 74,023 82,543 △8,520

小計 84,586 93,602 △9,016

合計 261,936 258,648 3,288
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(デリバティブ取引関係)

　
　前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
　

区分 種類
契約額等
(千円)

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外の取引

通貨オプション取引 　 　 　 　

　売建 　 　 　 　

　　プット 5,072 － 421 117

　　米ドル (539)　 　 　

　買建 　 　 　 　

　　コール 2,536 － 0 △274

　　米ドル (274)　 　 　

合計
7,608
(813)

－
 

421
 

△156
 

(注) １　時価の算定方法

　　　通貨オプション取引……通貨オプション契約を締結している取引金融機関から提示された価額によっ

ております。

２　通貨オプション取引の「契約額等」の欄の(　)書きは、売建及び買建通貨オプションの売却価額及び

取得価額であります。

３　想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。

　
　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

　前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、退職金制度の一部について確定給付企業年金制度を採用し、残額につい

ては退職一時金を充当しております。

　また、当社は総合設立型の厚生年金基金制度に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができないため、厚生年金基金に係る退職給付債務は認識しておりません。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。
　

　（１）制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在）

年金資産の額 33,899百万円

年金財政計算上の給付債務の額 54,817百万円

差引額 △20,918百万円

　

　（２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成22年３月31日現在）

　 0.9％

　

　（３）補足説明

上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,924百万円及び不足金

16,994百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年の元利均等償却であり

ます。

　なお、上記（２）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
　

　２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △169,273千円

年金資産 133,814千円

　 計 △35,459千円

退職給付引当金 △35,459千円

　

　３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 28,564千円

退職給付費用 28,564千円

（注）１　総合設立型厚生年金基金制度による拠出額16,165千円は「勤務費用」に計上しております。

２　総合設立型厚生年金基金に対する従業員拠出額は控除しております。
　

　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、退職給付債務の算定方法としては簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。
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　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、退職金制度の一部について確定給付企業年金制度を採用し、残額につい

ては退職一時金を充当しております。

　また、当社は総合設立型の厚生年金基金制度に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができないため、厚生年金基金に係る退職給付債務は認識しておりません。

　なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。
　

　（１）制度全体の積立状況に関する事項（平成22年３月31日現在）

年金資産の額 45,710百万円

年金財政計算上の給付債務の額 51,225百万円

差引額 △5,515百万円

　

　（２）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成23年３月31日現在）

　 0.8％

　

　（３）補足説明

上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高3,509百万円及び不足金

2,005百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年の元利均等償却でありま

す。

　なお、上記（２）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
　

　２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △166,668千円

年金資産 127,634千円

　 計 △39,033千円

退職給付引当金 △39,033千円

　

　３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 37,243千円

退職給付費用 37,243千円

（注）１　総合設立型厚生年金基金制度による拠出額14,326千円は「勤務費用」に計上しております。

２　総合設立型厚生年金基金に対する従業員拠出額は控除しております。
　

　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、退職給付債務の算定方法としては簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。

　
(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

　

前連結会計年度
(平成22年3月31日)

当連結会計年度
(平成23年3月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　(繰延税金資産) 　
　　役員退職慰労引当金 74,610千円

　　退職給付引当金 14,447千円

　　投資有価証券評価損 19,607千円

　　たな卸資産評価損 14,467千円

　　土地評価損 54,224千円

　　減損損失 9,455千円

　　会員権評価損 3,255千円

　　賞与引当金 6,163千円

　　貸倒引当金 1,189千円

　　繰越欠損金 103,734千円

　　その他 9,017千円

　　　繰延税金資産小計 310,173千円

　　評価性引当額 △183,036千円

　　　繰延税金資産合計 127,136千円

　(繰延税金負債) 　
　　未収事業税 △1,330千円

　　海外連結子会社の留保利益 △786千円

　　その他有価証券評価差額金 △296千円

　　　繰延税金負債合計 △2,413千円

　　繰延税金資産の純額 124,723千円
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　(繰延税金資産) 　
　　役員退職慰労引当金 23,467千円

　　退職給付引当金 15,892千円

　　投資有価証券評価損 19,954千円

　　たな卸資産評価損 22,369千円

　　土地評価損 5,994千円

　　減損損失 54,224千円

　　会員権評価損 3,255千円

　　賞与引当金 7,491千円

　　貸倒引当金 766千円

　　繰越欠損金 132,486千円

　　その他 8,357千円

　　　繰延税金資産小計 294,260千円

　　評価性引当額 △169,421千円

　　　繰延税金資産合計 124,839千円

　(繰延税金負債) 　
　　海外連結子会社の留保利益 △5,232千円

　　その他有価証券評価差額金 △70千円

　　　繰延税金負債合計 △5,302千円

　　繰延税金資産の純額 119,536千円
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失である

ため記載しておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　　法定実効税率 40.7％

　(調整) 　
交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.8％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△0.5％

　　住民税均等割等 6.4％

　　評価性引当額の増減 △16.2％

　　在外子会社の留保利益 4.7％

　　在外子会社の税率差異 △6.4％

　　その他 3.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

32.7％

　

(企業結合等関係)

　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

　

当連結会計年度末(平成23年３月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

(賃貸等不動産関係)

　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

単一セグメント(印刷機器関連事業)につき該当事項はありません。

　
【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、

いずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

　
【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　 　 アジア その他 計

　 Ⅰ　海外売上高(千円) 1,963,000 2,998 1,965,998

　 Ⅱ　連結売上高(千円) 　 　 3,929,529

　
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

50.0 0.0 50.0

　　　（注） １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　　 ２　各区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　　 　アジア：中国、タイ、シンガポール、マレーシア等

　　　　　　　　　 その他：アメリカ等

　　　　　　 ３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

　
【セグメント情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　 当社及び連結子会社の事業は、印刷機器関連の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

　
（追加情報）

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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【関連情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報　

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超え

るため、記載を省略しております。
　

２　地域ごとの情報　

　(1)　売上高　

　 　 日本 アジア その他 計

　 売上高（千円） 2,394,183 853,078 4,563 3,251,826

　　　　（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　(2)　有形固定資産　

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の金額の90%を超えるため、記

載を省略しております。
　

３　主要な顧客ごとの情報　

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名

日本ぱちんこ部品㈱ 360,800印刷機器関連事業

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 該当事項はありません。

　

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　

１株当たり純資産額 798.70円
　

１株当たり純資産額 798.41円

　

１株当たり当期純損失 20.63円
　

１株当たり当期純利益 11.07円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,099,588 4,050,355

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,099,588 4,050,355

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数（株）

5,132,821 5,073,058

　

（注）２　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）（千円）

△106,764 56,470

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（千円）

△106,764 56,470

期中平均株式数（株） 5,174,720 5,099,192

　
(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
当社は、平成23年６月29日開催の第32期定時株主総

会において、当社取締役に対し、ストックプションと

しての新株予約権を発行することを決議をいたしま

した。

　なお、当該内容の詳細につきましては「第４　提出会

社の状況 １ 株式等の状況 （9）ストックオプショ

ン制度の内容」に記載のとおりであります。
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⑤ 【連結附属明細表】

 【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

　

  【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

　

  【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該連結会計年度末における負債及び純資産の

合計額の100分の１以下であるため、連結財規の第92条の２の規定により、記載を省略しております。

　

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　

　
第１四半期

(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

第２四半期
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

第３四半期
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

第４四半期
(自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日)

売上高
　　（千円）

779,814 910,738 790,255 771,017

税金等調整前
四半期純利益
金額又は
税金等調整前
四半期純損失
金額（△）
　　（千円）

△54,329 83,983 14,922 39,325

四半期純利益
金額又は
四半期純損失
金額（△）
　　（千円）

△62,212 76,117 15,219 27,345

１株当たり
四半期純利益
金額又は
１株当たり
四半期純損失
金額（△）
　　　（円）

△12.12 14.87 3.00 5.39
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,117,787 1,019,415

受取手形 ※2
 234,176

※2
 308,308

売掛金 ※2
 307,658

※2
 365,171

商品及び製品 92,326 81,110

仕掛品 391,759 301,151

原材料及び貯蔵品 70,140 88,190

前渡金 42 －

前払費用 2,372 1,409

繰延税金資産 19,095 28,350

その他 4,123 6,779

貸倒引当金 △1,064 △1,314

流動資産合計 2,238,419 2,198,573

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 622,880 594,255

構築物（純額） 5,114 4,101

機械及び装置（純額） 22,083 18,379

車両運搬具（純額） 1,939 61

工具、器具及び備品（純額） 19,980 12,962

土地 1,027,570 1,027,570

有形固定資産合計 ※1
 1,699,569

※1
 1,657,331

無形固定資産

ソフトウエア 26,495 8,029

電話加入権 2,549 2,549

無形固定資産合計 29,045 10,579

投資その他の資産

投資有価証券 206,583 292,084

関係会社株式 58,438 58,438

破産更生債権等 3,992 1,346

繰延税金資産 84,882 74,832

保険積立金 66,691 13,684

その他 3,250 2,558

貸倒引当金 △3,992 △1,346

投資その他の資産合計 419,845 441,597

固定資産合計 2,148,460 2,109,508

資産合計 4,386,879 4,308,081
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（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 239,467 308,996

買掛金 89,348 113,367

未払金 18,369 41,897

未払費用 20,203 17,722

未払法人税等 7,164 8,082

前受金 6,320 －

預り金 2,957 2,144

賞与引当金 6,421 10,343

流動負債合計 390,252 502,554

固定負債

退職給付引当金 33,977 36,993

役員退職慰労引当金 154,707 26,180

その他 2,500 －

固定負債合計 191,185 63,173

負債合計 581,438 565,728

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,400 1,075,400

資本剰余金

資本準備金 942,600 942,600

資本剰余金合計 942,600 942,600

利益剰余金

利益準備金 136,639 136,639

その他利益剰余金

別途積立金 1,930,000 1,730,000

繰越利益剰余金 △70,741 88,071

利益剰余金合計 1,995,897 1,954,711

自己株式 △217,224 △233,575

株主資本合計 3,796,673 3,739,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,767 3,217

評価・換算差額等合計 8,767 3,217

純資産合計 3,805,440 3,742,353

負債純資産合計 4,386,879 4,308,081
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②【損益計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 1,696,134 2,008,961

売上原価

製品期首たな卸高 97,193 92,326

当期製品製造原価 1,236,879 1,488,395

合計 1,334,073 1,580,721

製品期末たな卸高 92,326 81,110

売上原価合計 ※1
 1,241,746

※1
 1,499,611

売上総利益 454,387 509,350

販売費及び一般管理費 ※3, ※4
 621,063

※3, ※4
 554,197

営業損失（△） △166,676 △44,847

営業外収益

受取利息 343 245

有価証券利息 656 52

受取配当金 ※2
 16,420

※2
 27,089

受取賃貸料 ※2
 23,837

※2
 23,576

その他 8,331 5,104

営業外収益合計 49,588 56,067

営業外費用

為替差損 1,902 2,707

その他 428 1,068

営業外費用合計 2,331 3,775

経常利益又は経常損失（△） △119,418 7,444

特別利益

投資有価証券売却益 300 －

保険解約返戻金 － 35,740

特別利益合計 300 35,740

特別損失

工具器具備品除却損 230 8

投資有価証券評価損 － 851

投資有価証券償還損 1,550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 770

特別損失合計 1,780 1,630

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △120,898 41,555

法人税、住民税及び事業税 5,317 5,167

法人税等調整額 499 1,021

法人税等 5,816 6,188

当期純利益又は当期純損失（△） △126,715 35,366
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【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 　 781,47859.7 882,15462.7

Ⅱ　外注加工費 　 232,59517.8 256,73718.3

Ⅲ　労務費 　 186,47514.2 177,38012.6

Ⅳ　経費 　 108,849 8.3 90,584 6.4

　　　当期総製造費用 　 1,309,398100 1,406,856100

　　　仕掛品期首たな卸高 　 376,209　 391,759　

　　　仕掛品期末たな卸高 　 391,759　 301,151　

　　　他勘定振替高 ※ 56,967　 9,069　

　　　当期製品製造原価 　 1,236,879　 1,488,395　

　 　 　 　 　 　

　

（注）※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

研究開発費（千円） 56,967 9,069

　

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,075,400 1,075,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,075,400 1,075,400

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 942,600 942,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 942,600 942,600

資本剰余金合計

前期末残高 942,600 942,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 942,600 942,600

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 136,639 136,639

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 136,639 136,639

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 2,030,000 1,930,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △100,000 △200,000

当期変動額合計 △100,000 △200,000

当期末残高 1,930,000 1,730,000

繰越利益剰余金

前期末残高 34,035 △70,741

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △126,715 35,366

別途積立金の取崩 100,000 200,000

当期変動額合計 △104,777 158,813

当期末残高 △70,741 88,071
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 2,200,675 1,995,897

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △126,715 35,366

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △204,777 △41,186

当期末残高 1,995,897 1,954,711

自己株式

前期末残高 △191,620 △217,224

当期変動額

自己株式の取得 △25,603 △16,351

当期変動額合計 △25,603 △16,351

当期末残高 △217,224 △233,575

株主資本合計

前期末残高 4,027,054 3,796,673

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △126,715 35,366

自己株式の取得 △25,603 △16,351

当期変動額合計 △230,381 △57,537

当期末残高 3,796,673 3,739,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △14,435 8,767

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

23,202 △5,549

当期変動額合計 23,202 △5,549

当期末残高 8,767 3,217

評価・換算差額等合計

前期末残高 △14,435 8,767

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

23,202 △5,549

当期変動額合計 23,202 △5,549

当期末残高 8,767 3,217
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 4,012,619 3,805,440

当期変動額

剰余金の配当 △78,062 △76,552

当期純利益又は当期純損失（△） △126,715 35,366

自己株式の取得 △25,603 △16,351

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,202 △5,549

当期変動額合計 △207,178 △63,087

当期末残高 3,805,440 3,742,353
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【継続企業の前提に関する注記】

　

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　期末決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

子会社株式

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

　 　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　時価のないもの

　　　　　　同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によってお

ります。

　　製品　　個別法

　　仕掛品　個別法

　　原材料　総平均法

　　　　　　同左

３　デリバティブの評価基準

及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

―――

４　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産　　定率法

　　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

　　また、取得価額10万円以上20万円未

満の減価償却資産については、３年

均等償却によっております。

有形固定資産　　定率法

　　　　　　　 同左

 

　 無形固定資産

　①市場販売目的ソフトウェア

　　　見込販売収益(数量)又は見込有効

期間(３年)に基づく定額法

　②自社利用ソフトウェア

　　　社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法

無形固定資産

　①市場販売目的ソフトウェア

同左

 
　②自社利用ソフトウェア

同左

　 リース資産　

　　リース取引会計基準の改正適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

リース資産　

　　　　　　　 同左
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項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

同左

 

６　引当金の計上基準 貸倒引当金

　　売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

貸倒引当金

同左

　 賞与引当金

　　従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の当期負

担額を計上しております。

賞与引当金

同左

　 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、　

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

退職給付引当金

同左

　 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め役員退職慰労金規程に基づく、期

末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　　消費税等については、税抜方式によ

り処理しております。

消費税等の会計処理

同左

　
【会計方針の変更】

　

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
（資産除去債務に関する会計基準等）

  当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しておりま

す。

　なお、この変更による影響は軽微であります。　

　

【表示方法の変更】

　
前事業年度

(平成22年３月31日）
当事業年度

(平成23年３月31日）

(貸借対照表）

前事業年度において独立掲記しておりました「未収

還付法人税等」（当事業年度2,055千円）は、金額が僅

少となったため、当事業年度においては流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

(損益計算書）

前事業年度において独立掲記しておりました「技術

指導料」（当事業年度3,866千円）は、金額が僅少と

なったため、当事業年度においては営業外収益の「その

他」に含めて表示しております。

―――
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【注記事項】

(貸借対照表関係)
　

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,634,092千円
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,677,454千円

※２　関係会社に対する資産及び負債

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも
のは、次のとおりであります。

受取手形 58,985千円

売掛金 7,810千円

※２　関係会社に対する資産及び負債

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも
のは、次のとおりであります。

受取手形 26,803千円

売掛金 25,439千円
　

(損益計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価 6,223千円

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価 27,433千円

※２　関係会社に係る注記

　　　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

受取賃貸料 11,136千円

受取配当金 7,703千円

※２　関係会社に係る注記

　　　各科目に含まれている関係会社に対するものは次の

とおりであります。

受取賃貸料 11,173千円

受取配当金 7,553千円

※３　販売費に属する費用のおおよその割合は48％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

52％であります。

　　　主要な科目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 43,221千円

給料手当及び賞与 208,702千円

賞与引当金繰入額 3,128千円

退職給付費用 11,607千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,038千円

減価償却費 34,276千円

貸倒引当金繰入額 1,042千円

研究開発費 58,330千円

支払手数料 38,962千円

※３　販売費に属する費用のおおよその割合は54％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

46％であります。

　　　主要な科目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 36,333千円

給料手当及び賞与 192,779千円

賞与引当金繰入額 3,791千円

退職給付費用 13,899千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,863千円

減価償却費 30,594千円

貸倒引当金繰入額 210千円

研究開発費 14,006千円

支払手数料 42,756千円

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

一般管理費 58,330千円

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、次のとおりであります。

一般管理費 14,006千円

　

(株主資本等変動計算書関係)

　

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 498,129 91,550 － 589,679
　

　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

 取締役会決議による自己株式の取得による増加　　 90,000株

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　1,550株
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 589,679 59,763 － 649,442
　

　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

 取締役会決議による自己株式の取得による増加　　 58,000株

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　1,763株

　

(リース取引関係)

　

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)

　リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計相当額及び期末残高相当額

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計相当額及び期末残高相当額

　
工具、器具
及び備品

ソフト
ウェア

合計

取得価額
相当額(千円)

17,9131,89319,807

減価償却累計額
相当額(千円)

11,4891,83013,319

期末残高
相当額(千円)

6,424 63 6,487

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

　
工具、器具
及び備品

合計

取得価額
相当額(千円)

13,711 13,711

減価償却累計額
相当額(千円)

9,712 9,712

期末残高
相当額(千円)

3,999 3,999

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

　 　
　(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,488千円

１年超 3,999千円

合計 6,487千円

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,285千円

１年超 1,713千円

合計 3,999千円

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

　 　
　(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 3,504千円

減価償却費相当額 3,504千円

　(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 2,488千円

減価償却費相当額 2,488千円

　 　
　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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(有価証券関係)

前事業年度(平成22年３月31日現在)

　　（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年３月10日)及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日)

を適用しております。
　

子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 58,438千円

合計 58,438千円

　　　　上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものでありま

す。
　

当事業年度(平成23年３月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式 58,438千円

合計 58,438千円

　　　　上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものでありま

す。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　(繰延税金資産)

　　　　役員退職慰労引当金 62,950千円

　　　　退職給付引当金 13,825千円

　　　　投資有価証券評価損 19,607千円

　　　　たな卸資産評価損 14,467千円

　　　　減損損失 9,455千円

　　　　土地評価損 54,224千円

　　　　会員権評価損 3,255千円

　　　　賞与引当金 2,612千円

　　　　貸倒引当金 1,245千円

　　　　繰越欠損金 103,734千円

　　　　その他 1,932千円

　　　繰延税金資産小計 287,311千円

　　　評価性引当額 △183,036千円

　　　繰延税金資産合計 104,274千円

　 （繰延税金負債） 　
　　　繰延税金負債合計 △296千円

　　　繰延税金資産の純額 103,978千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　(繰延税金資産)

　　　　役員退職慰労引当金 10,652千円

　　　　退職給付引当金 15,052千円

　　　　投資有価証券評価損 19,945千円

　　　　たな卸資産評価損 22,369千円

　　　　減損損失 5,994千円

　　　　土地評価損 54,244千円

　　　　会員権評価損 3,255千円

　　　　賞与引当金 4,208千円

　　　　貸倒引当金 808千円

　　　　繰越欠損金 132,486千円

　　　　その他 3,666千円

　　　繰延税金資産小計 272,674千円

　　　評価性引当額 △169,421千円

　　　繰延税金資産合計 103,252千円

　 （繰延税金負債） 　
　　　繰延税金負債合計 △70千円

　　　繰延税金資産の純額 103,182千円

　 　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載し

ておりません。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　　法定実効税率 40.7％

　(調整) 　
交際費等永久に損金に算入されな
い項目

1.0％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△8.5％

　　住民税均等割等 12.4％

　　評価性引当額の増減 △32.8％

　　その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

14.9％

　

(企業結合等関係)

　

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

　

当事業年度末(平成23年３月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　

１株当たり純資産額 741.39円
　

１株当たり純資産額 737.69円

　

１株当たり当期純損失 24.49円
　

１株当たり当期純利益 6.94円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在せず、また、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,805,440 3,742,353

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,805,440 3,742,353

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数（株）

5,132,821 5,073,058

　

（注）２　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）
（千円）

△126,715 35,366

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（千円）

△126,715 35,366

期中平均株式数（株） 5,174,720 5,099,192
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―――

 
１　会社分割

当社は、平成23年３月７日開催の取締役会におい

て、平成23年４月１日付で当社の検査装置事業（以

下、「本件事業」）を会社分割し、新設会社であるナ

ビタスビジョンソリューション株式会社へ承継いた

しました。

(1) 会社分割の概要

 ① 目的

当社は、主にプラスチック成型品への表面加飾を

行う特殊印刷機とその周辺機器及び資材の製造並

びに販売を行っており、画像検査装置も特殊印刷の

周辺装置として開発し、製造販売を行ってまいりま

した。

　しかしながら、画像検査装置は、特殊印刷業界以外

からの引き合いも多く、多種多様な業界における発

展が見込まれる事業であるため、当社は、新会社へ

画像検査装置の製造販売に関する事業を承継させ

ることで、さらに迅速で柔軟な意思決定を図り、本

件事業を発展させ、グループ全体の事業を拡大して

まいります。

 ② 承継会社の概要（平成23年４月１日現在）

　商　　号　ナビタスビジョンソリューション㈱

　所 在 地　横浜市鶴見区江ヶ崎町２２－５

　代 表 者　代表取締役社長　辻谷潤一

　資 本 金　20,000千円

(2) 実施した会計処理の概要

 ① 承継する資産・負債の状況

　　　　　　　　　　　（平成23年４月１日現在）

資産 金額（千円) 負債 金額（千円)

流動資産 66,785流動負債 －

固定資産 － 固定負債 144

合計 66,785合計 144

 ② その他

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準

第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26

日）に基づき、「共通支配下の取引等」に係る会計

処理に準じて処理しております。

 
２　ストックオプションとしての新株予約権の発行

当社は、平成23年６月29日開催の第32期定時株主総

会において、当社取締役に対し、ストックプションと

しての新株予約権を発行することを決議をいたしま

した。

　なお、当該内容の詳細につきましては「第４　提出会

社の状況 １ 株式等の状況 （9）ストックオプショ

ン制度の内容」に記載のとおりであります。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株)
貸借対照表
計上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券

　　㈱トービ 60,000 30,000

　　㈱三菱UFJフィナンシャル・
　　グループ

28,980 11,128

　　㈱マンダム 3,000 6,087

　　㈱立花エレテック 6,600 5,379

　　ローランド㈱ 3,000 2,955

　　SBIホールディングス㈱ 207 2,167

　　ナカバヤシ㈱ 8,795 1,521

　　㈱カワタ 5,000 1,510

　　㈱セレスポ 8,000 1,032

　　㈱ユーシン精機 665 1,009

　　その他（２銘柄） 700 148

計 124,947 62,937

　

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表
計上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券
　（証券投資信託の受益証券）
　　ダイワ・グローバル債券
　　ファンド

105,928,95774,023

投資有価証券 その他有価証券
　（証券投資信託の受益証券）
　　新米国ハイ・イールド
　　ファンド

50,366,89452,991

投資有価証券 その他有価証券
　（証券投資信託の受益証券）
　　グローバルハイイールド債

57,370,45252,775

投資有価証券 その他有価証券
　（証券投資信託の受益証券）
　　グローバルＣＢ

27,679,91330,248

投資有価証券 その他有価証券
　（証券投資信託の受益証券）
　　レアル債オープン

17,535,71519,108

計 258,881,931229,146
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

 建物 － － － 1,910,7521,316,49634,161594,255

 構築物 － － － 74,263 70,1611,012 4,101

 機械及び装置 － － － 79,473 61,0935,627 18,379

 車両運搬具 － － － 310 248 24 61

 工具、器具及び備品 － － － 242,417229,4558,101 12,962

 土地 － － － 1,027,570 － － 1,027,570

有形固定資産計 － － － 3,334,7861,677,45448,9271,657,331

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

 ソフトウェア － － － 92,137 84,10818,465 8,029

 電話加入権 － － － 2,549 － － 2,549

無形固定資産計 － － － 94,687 84,10818,465 10,579

（注）１　有形固定資産の当期増加額及び当期減少額がいずれも、当事業年度末における有形固定資産の総額の５％以下

であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

　　　２　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載

を省略しております。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 5,056 1,314 2,606 1,103 2,660

賞与引当金 6,421 10,343 3,890 2,531 10,343

役員退職慰労引当金 154,707 4,863 133,390 － 26,180

（注）１　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の洗替額等であります。

　　　２　賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 4,541

預金 　

当座預金 197,171

普通預金 803,555

定期預金 12,365

郵便貯金 　

郵便振替貯金 1,781

小計 1,014,873

合計 1,019,415

　

②　受取手形

　相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

メッシュ㈱ 49,136

芙蓉総合リース㈱ 42,178

ナビタス　インモールディング　ソリューションズ㈱ 26,803

㈱日本設計工業 22,575

ジャパンポリマーク㈱ 13,125

その他 154,490

合計 308,308

　

　期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成23年４月 56,153

　　　　５月 116,571

　　　　６月 85,671

　　　　７月 45,973

　　　　８月以降 3,939

合計 308,308
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③　売掛金

　相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

高圧化工㈱ 41,756

三信化工㈱ 26,279

ナビタス　インモールディング　ソリューションズ㈱ 23,914

西尾レントオール㈱ 20,114

東罐興業㈱ 14,175

その他 238,932

合計 365,171

　

　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

307,658 2,109,9732,052,459 365,171 84.9 58.2

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

④　商品及び製品

　

品目 金額(千円)

熱転写装置及び関連資材 28,507

印刷装置及び関連資材 49,130

成形転写装置及び関連資材 3,471

合計 81,110
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⑤　仕掛品

　

品目 金額(千円)

熱転写装置 81,432

印刷装置 112,627

成形転写装置 103,889

その他 3,202

合計 301,151

　

⑥　原材料及び貯蔵品

　

品目 金額(千円)

金属加工部品 34,559

空圧・油圧部品 2,351

電気関係部品 9,236

インキ・溶剤 12,934

その他 29,109

合計 88,190
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⑦　支払手形

　相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

十條ケミカル㈱ 46,854

ツジカワ㈱ 42,796

大金電子工業㈱ 30,061

㈱ミマキエンジニアリング 26,643

太平貿易㈱ 23,177

その他 139,462

合計 308,996

　

　期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成23年４月 89,379

　　　　５月 89,375

　　　　６月 59,442

　　　　７月以降 70,798

合計 308,996

　

⑧　買掛金

　

相手先 金額(千円)

ツジカワ㈱ 17,545

十條ケミカル㈱ 14,660

㈱エム・シー・エス 13,020

大金電子工業㈱ 11,922

太平貿易㈱ 9,906

その他 46,313

合計 113,367

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
（特別口座）
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
　三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱UFJ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買に係る手数料は無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によ
る。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとお
りです。
　　　http://www.navitas.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)　当社の定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることはできません。

　（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　（2）会社法第166条第１項の規定による請求する権利

　（3）株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　
(1)有価証券報告書
及びその添付書類
並びに確認書

事業年度
 (第31期)

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

　 平成22年６月30日
近畿財務局長に提出。

(2)内部統制報告書
及び添付書類

事業年度
 (第31期)

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

　 平成22年６月30日
近畿財務局長に提出。

(3)四半期報告書
及び確認書

事業年度
（第32期第１四半期)

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

　 平成22年８月11日
近畿財務局長に提出。

　 　 事業年度
（第32期第２四半期)

自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

　 平成22年11月12日
近畿財務局長に提出。

　 　 事業年度
（第32期第３四半期)

自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

　 平成23年２月10日
近畿財務局長に提出。

(4)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の
規定に基づく臨時報告書

　 平成22年７月２日
近畿財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

　 平成22年９月10日
近畿財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

　 平成22年10月８日
近畿財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

　 平成22年12月９日
近畿財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
７号の２（新設分割）の規定に基づく臨時報告書

　 平成23年３月７日
近畿財務局長に提出。

(5)自己株券
買付状況報告書

自己株券買付状況報告書 　 平成22年７月13日
近畿財務局長に提出。

　 　 自己株券買付状況報告書 　 平成22年９月14日
近畿財務局長に提出。

　 　 自己株券買付状況報告書 　 平成22年10月14日
近畿財務局長に提出。

(6)自己株券買付状況
報告書の訂正報告書

自己株券買付状況報告書の訂正報告書 　 平成22年８月６日
近畿財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　
平成22年６月28日

ナビタス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　荒　井　憲一郎　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられているナビタス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務
諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責
任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ナビタス株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ナビタス株式会社
の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、ナビタス株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

　
平成23年６月29日

ナビタス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　荒　井　憲一郎　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられているナビタス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務
諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営
者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ナビタス株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ナビタス株式会社
の平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ
れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体
としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、ナビタス株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

　
平成22年６月28日

ナビタス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　荒　井　憲一郎　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているナビタス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第31期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ナビタス株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

　
平成23年６月29日

ナビタス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　荒　井　憲一郎　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　吉　田　敏　宏　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているナビタス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第32期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ナビタス株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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